




整 理

① ソフトウエア以外の場合 0 

② ソフトウエアである場合 u 

中小企業等経営強化法の経営力向上設伽等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明凸

減価償却資歴の種類 機械及び装撻
当 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの

〖
設備の種領又は細日

（苔電池電源設備 、 霞光文字設備）

の 設仰の名称 パーソナルエナジーポータブルパワ ー

設偉型式 HPP-2000 

本社名，事業所名

0上記設備を前提とした場合における該当要件への当否

①販売閉始年度（西暦）． �020年度（注2)
亡 2 非該当該 一定期間（注l)内，こ販売開始された製品であるか ② 取得（千定）Hを含む年艮・ 2022年度（注2)

当 ②-Q2 = 2年
「生産性向J:」(IRモデル比生産性年平均1％以上向上）に該当するか に 2非該当件 （※）当舷設併がソフトウエアである場合、 または比較すべき1日モデルが全く烹い新製品の場合

には 、 記載不奨
該当淡件への当否 L 1 整当」2 非該当

（注l) 一定期間は、 機械装儀：I U年、 エ具： 5年、 器具・備品： 6年、 構築物 、 連物附屈設備；1 4年、 ソフトウエア： 5年
と_Jるo

（注2)年度とは、 その年の1月1日からI 2月3 I日までの期間をいう。

「該当要件」欄に記載されている事項について碓認 ，当該設備が上記該当要件を滴たすものであることを証明
し、該当要件を満たしていることを証明します。 ！します。

歪届3圃§i
西暦 20 日 西暦 2022年4月19 H 

〒 100-0004
東京都千代田区大手町1-l -3 

TEL 03-6268·0010 FAX 03も2J8-L076
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Jimじ
慧通信技術工業株
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製造事業者等の所在地 兵廊県神戸市中央区新港町8•2

代表者氏名： 代表取締役粟田隆央印

一般社団法人電子情報技術産業協会
専務理事長尾尚人 印 I

』-=p,"~ • 

i所 属：

L---—·-----•-----------------•--•------------•--=•--ニ--------_I I担当者連絡先（電話番号）．078-335·0882

［経営力1bjJ:計画に係る詑定申請占におけるr8．経営力向上設伽等の種類」の「所在地」）又は
［先端設備等導入計画に係る認定申請丹における「a.先端設備等の種類」の「所在地」】について変史がある場合

変更前（邦道府県名・市町村名） I 変更後（都道府県名・市町村名）変
更
事
項
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 .
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-
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（注3)経営力向J:計画又は先端設備等導入計画の認定申請盆の記載から変更が生じた場合、 設備取得事業者が変更後の設備情報
を記載．

1本！［明苔じ問する沖意専項l
勾証明畜は、 中小企業等絆営強化法に出づく祁営力向卜設幡等又は先端殺偏等であ..,て 中,1ヽイが業径栄強化税制及び地方税法P雌LJ窄61条r規

定される固定貸浬税の謀税標準の特例措匠の対象段偏の要件のうち｀ 生産性向日「係る喫件（「一定期間内に販売」、 牛南tt向J:」の要件）を
満たしていることを証明するものです。

これら り の用を巴けるためには ら1こ 9、^ •.' 9 ．ーの． n上 は 、 こ．9 1の’.. * •Itろこレ当
該設 ＇ーの額が1l: "茄以 あるこレ 1こ999一→ ーレ笠の 右，t，- • • 9；と ＋す
詳細は中小企業庁のホームページをご参照ください。



（様式1)

電子情報技術産業協会
番号

指定用紙l-7

ソフトウエア以外の場合
ソフトウエアである場合

区

u

小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端股備等に係る生産性向上要件証明誉

減価償却貨茜の種類
当
該
設
備
の
概
要

設備の種類又は細，．

設備の名称

機械及び装値：

掲の機械及び装鹿以外のもの並びに前掲の区分によらないもの

澤電池電源設備、電光文字設備）
パーソナルエナジーポータブルパワー

HPP-2000 
本社名・事業所名

0上記設備を前提どした場合における該当要件への当否
① 販売開始年度（西暦）： 2020年度（注2)

亡 2 非該当該 一定期間｛注1)内に販売開始された製品であるか ② 取得（予定）日を含む年屎： 2022年度（注2)
当 ②-ill= 2年

「生産性向上」（旧モデル比生産性年平均1％以上向上）に該当するか
｛※）当該設備がソフトウニアである場合、または比較すーベき旧モデルが全く無い新製品の場合 亡 2 非該当

には、記戟不要u

該当要件への当否 [1.墨当）2.非該当
（注l) 一定期間は、機械装置：1 U年｀工具： 5年、器具 ・ 備品： 6年、構築物、違物附

とする。
（注2)年度とは、その

...----·-------..—□.......-.............9........9..9..............画.._--—-三..霞-..-------------』

「該当要件」欄に記載されている事項について確認 lI
し、該当要件を満たしていることを証明し主主 i 

I製造事業者等の名称

当該設備が
します。

記該当要件を涜たすものであることを証明

西暦 20 

の1月1日から1 2月3 1日までの期間をいう。

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-3
TEL 03-6268-0010 

日

設備：1 4年、 ゾフトウエア： 5年

F&X 03-5218-1076 

西暦 2022年4月

製造事業者等の所在地

9 H 

慧通信技歯

兵庫県神戸市中央区新港町8三2

代表者氏名 ． 代表取締役 粟田 降央 印







令和5年5月 1 日

※本手引きは予告なく修正される

ことがありますので、 必す中小企

業庁HPに掲載されている最新版を
ご確認ください。

—中l」＼企業等経営強化法 ー

経営力向上計画

策定 の手 引 き

：目 次］

1．経営力向上計画の概要2.手続き方法
(1)制度の概要． ． ．P.1

(2)制度利用のポイント•P.1

(3)制度活用の流れ· • • P.2

(4)特定事業者等の範囲•P.3

(1)経営力向上計画の策定

申請様式の記載方法・ •P.4

(2)経営力向上計画の申請．P.12

(3)変更申請． ． ．P.14

3 ． よくあるご質問・・•P.17

4. ホ ームペ ー ジ・問い合わせ先・· • P.24



02経営力向上計画

【ポイント1】

「経営力向上計画」申請書様式は、 わずか3枚程度です。

【ポイント2】

計画策定をサポ ー ト認定経営革新等支援機関（商工会議

所・商工会や税理士、 地域金融機関等）に計画策定の支援

を受けることができます。

【ポイント3】

計画実行のための3種類の支援措置が用意されています。

［ 1 ．経営力向上計画の概要 ］ 
(1)制度の概要

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト菅理等のマネジメントの向上や
設備投資なと、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された
事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

まだ、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けること
が可能です。

r-----_____________________________________________ 

国
（事業分野別の主務大臣）

！【支援措置】
►生産性を高めるための設備を取得した場合、

中小企業経営強化税制（即時償却等）により
税制面から支援

►計画1こ垂づく事業に必要な資金繰りを支援

可會9
認定I⇒::『王墨言9は言□喜権利

i 移転1こ係る登録免許税・不動産取得税を軽減及び l
経営力向上計画 I 準備金の積立（損金算入）による法人税の軽減 I 

！►業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援 I
L_______________________________________________________」特定事業者等

------------------------

［
中小企業 ・ 小規模事業者

中堅企業 ］ 経営革新等支援機関

例
・商工会議所・商工会・中央会

(2)制度利用のポイント ・地域金融機関
等

（ポイント 1) 申請書様式は3枚程度 !,. __ :.:::��-�-�-----------
．十堂等の専門家

①企業の概要、②現状認識、⑤経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程
度を示す指標、④経営力向上の内容、＠事業頑継等の時期及び内容（事業承継等を行う
撓合に限ります。）など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができ
ます。

［ポイント 2 】計画策定をサポー ト
認定経営革新等支援機関（商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等）に計
両策定の支援を受けることができます。まだ、ロ ー カルベンチマ ー クなどの経営診断
ツ ールにより、計画策定ができるようにしています。

［ポイント 3 】計画実行のだめの3種類の支援措置をご用意
0税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不

動産取得税等の特例措置を受けることができます。
0金甜支援・・・政策金滸機関の融資、民間金融機関の融資に対するi言用保証、債務保

証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
0法的支援・・・業法上の許認司の承結の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲

渡の際の免貴的債務引受に関する特例港置を受けることができます。
1 I ※各支援摺図については， 詳しくは別冊「支援措四活用の手引き」在ご覧ください。



02経営力向上計画実行のための 3種類の支援措置

01税制措置 02金融支援 03法的支援

認定計画に基づき取得 政策金融機関の融資、 業法上の許認可の承継

した 一定の設備や不動 民間金融機関の融資に の特例、 組合の発起人

産について、 法人税や 対する信用保証、 債務 数に関する特例、 事業

不動産取得税等の特例 保証等の資金調達に関 譲渡の際の免責的債務

措置を受けることがで する支援を受けること 引受に関する特例措置

きます。 ができます。 を受けることができま

す。
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す。
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01 

節税効果

即時償却により、企業
の税負担を軽減するこ
とができます。

02 

経営判断の

迅速化
即時償却は投資効果を
早めに反映するため、
経営者は迅速に経営判
断をイ示うこ｝とができま

03 

資金の再投資

即時償却により、資産

匹亨m一価値を早めに回収す
置ぎることができます。



01 

節税効果

即時償却により、企業
の税負担を軽減するこ
とができます。

02 

経営判断の

迅速化
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＾ 

(3 - 0) 中小企業の設備投資関連税制の新設・延長

● 「中小企業投資促進税制」、「中小企業経営強化税制」について、適用期限を2年間延長する。

● また、赤字の事業者を含めこ中小企業の前向きな投資や賃上［を後押しするこめ、赤字企業にも効果があ
る生産性向上や賃上しに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置を新設する。

巴亘更］【適用期限：令和6年度末まで】

►
 

設備の種類 i ソフトウェア i 機械装置 I 器具備吊 ・ エ具 i 建物附属設備
（価額要件） l （70万円以上） i (160万円以上） i (30万円以上） l （60万円以上）

---------..------------ ------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------------------------------•--------------------------------------

【中小企業経営強化税制】 ⇒延長(2年）
即時1賞却又は税額控除 10%(※7%)

鬱ヽ回
生産性が年平均1％以上向上

国税 -
投資利益率5％以上のパッケ ー ジ投資

-1嘗

援
置

支
措

遠網撲作、 可視化、 自動制御化のいすれかを可能にする設備

-
修正ROA又は有形固定資産回転率が一 定以上上昇する設偏

【中小企業投資促進税制】 ⇒延長(2年）
30％特別賞却又は税顎控除7%

※30％特別償却のみ適用

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I­

税方地
【生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置】⇒新設

計画中に賃上げ表明に関する記載なし： 3年間、 課税標準を 1/2 に軽減
計画中に賃上げ表明に関する記載あり：4又は5年間、 課税標準を1/3に軽減

※を付した部分は、資本金3,000万円超 1 憶円以下の法人の場合 41 • v
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計画中に賃上げ表明に関する記載あり：4又は5年間、 課税標準を1/3に軽減

※を付した部分は、資本金3,000万円超 1 憶円以下の法人の場合 41 • v
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{3 - 1) 中小企業経営強化税制の延長（所得税、法人税、法人住民税、事業税）

● 中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法
による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除（ 1 0% ※ )のいずれかの適
用を認める措置。 ※資本金3 、 000万円超の場合は 7%

● 物価高や新型コロナ禍等の中、中小企業の生産性向上や DXに資する投資を後押しするため、中小企業経
営強化税制の適用期限を2年間延長する。

延長
＾ 

I 改正概要 1 【適用期限：令和6年度末まで】 ※赤字は令和5年度改正による変更点

►

類型 ！ 要件 I 確認者 I 対象設備 I その他要件------------------------------------------1-------------------------------------t---------------—+---------------+-------------

生門悶はif§備 i□置霊覧雪均 I 工業会等 I機械装置（160万円以上）
-----------------------------------------4—------------------------------------t-------------------iエ具（30万円以上）

収益力強化設備 i投資収益率が年平均5％以 i l (A類型の場合測定工具又は検査工具に限る）
(B類型） i上の投資計画に係る設備 I

-----------------------------------------..-------------------------------------• 

デジタル化設備 l 可視化、遠隔操作、自動制御 l 経済l化のいずれかに該当する設備 l
(C類型） l | 産業局

-----------------------------------------�-------------------------------------� 

経営資源集約化設備i修正ROAまたは有形固定資I
l 産回転率が一定割合以上の

(D類型） l 投資計画に係る設備

器具備品(30万円以上）

建物附属設備（60万円以上）

ソフトウェア (70万円以上）
(A類型の場合 、 設備の稼働状況等に係る情報収

集機能及び分析・指示機能を有するものに限る）

•生産等設備を構成するもの
※事務用器具備品・本店・

寄宿舎等に係る建物付
属設備、福利厚生施設
に係るものは該当しません。

・国内への投資であること
・中古資産・貸付資産
でないこと等

※1発電用の機械装置、建物附属設備については、発電量のうち、販売を行うごとが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等を除きます。
また、発電設備等について税制措置を通用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書を提出する必要があります。

※2医療保健業を行う事業者が取得又は製作をする器貝備品（医療機器に限る）、建物附属設備を除きます。
※3ソフトウIアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち 一 定のものなどを除きます。
※4 コインランドリ ー業又は暗号資産マイニング業（主要な事業であるものを除く。）の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除きます。
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01 

節税効果

即時償却により、企業
の税負担を軽減するこ
とができます。

02 

経営判断の

迅速化
即時償却は投資効果を
早めに反映するため、
経営者は迅速に経営判
断をイ示うこ｝とができま

03 

資金の再投資

即時償却により、資産

匹亨m一価値を早めに回収す
置ぎることができます。



OSパ ー ソナルエナジ ー を選ぶ理由

01 

安全保証

日本国内で設計され、 各種

安全規格を取得。

JEITAの先端設備認定取得

02 

節税

費用の全額が経費計上が

可能であり、 節税効果、

キャッシュフロ ー に貢献

03 

事業継続

無瞬停、 止まらない電源

は無駄な人員配置が削減

した業務継続が可能



OSパ ー ソナルエナジ ー を選ぶ理由

01 

安全保証

日本国内で設計され、 各種

安全規格を取得。

JEITAの先端設備認定取得

02 

節税

費用の全額が経費計上が

可能であり、 節税効果、

キャッシュフロ ー に貢献

03 

事業継続

無瞬停、 止まらない電源

は無駄な人員配置が削減

した業務継続が可能
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メール

所在地

サイト

慧通信技術工業株式会社

078-335-0882

sa les@i eee802. co.j p 

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号

www.ieee802.co.jp 
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皿且【初回認定】 2016年度

●慧通信技術工業株式会社
https://www. ieee802, .,co.jp/ 

「すべてのエネルギー消費者を、エネルギ一生産者に」様々な分野で活羅が期待されるオフグリッド技循

Topics 

オフグリッド水冷式HVDCシステムを開発納入

記録更新を続ける夏場の高温から電気、電子機器類を守る水冷式システムを

開発。制御盤や制御電源の庫内温度を常時25℃で維持可能です。

ポ ータプルパワ ー が全国の医師協同組合に採用されました。

従来の電力網からの独立した低コスト、

環境負荷の低減を実現するオフグリッドのパイオニア
オフグリッドシステムは、従来の電力供給網から独立した電力の自給自足が可能です。

これは、電力網へのアクセスが限られている、あるいは信頼性の低い遠陽地や農村部で

特に有効です。
送電網の延長コストが高い地域では、設置や維持にかかるコストが低くなります。

電力会社の送電網が停止した場合でも、バックアップ電源を供給することができ、非常

時の電力供給を確保することができ、化石燃料への依存度を低減し、環境負荷の低減に
貢献します。

デジタル防災行政無線基地局オフグリッド電源
2020年6月納入熊本県球磨郡五木村では令和2年7月豪雨による3週問の長期間停電

の中、無停止で連続運用を実現。

LNGデュアルフューエルエンジン制御オフグリッド電源
日本では初となる商用船エンジン制御DC電源としてパ ー ソナルエナジーが採用

Message 

made in KOBE 

今年で阪神淡路大震災から28年となります。当社の全製品にはmade
in KOBEの刻印があります。あの時、必要だと思った製品システムは、い
ま各地で採用いただき、活躍しております。社会が必要とする製品システ
ムを、より早く、より安全にお届けできるようこれからも精進してまいり
ます。 代表取締役 粟田隆央

〒650-0041神戸市中央区新港町8番2号新港貿易会館4階 TEL. 078-335-0882 
●創業／1996年 ●設立／2000年11 月 ●資本金／9,500万円 ●従業員数／5名（男性4名、 女性1名）

Cオフグリッド けいつうしん ｀ 




